
様式第２号 

政 策 会 議 報 告 書 

 

平成２７年５月１８日 

 

報告者 街づくり計画部長 

件 名 所沢駅西口地区における街づくり事業の推進について 

要 旨 

 

 西武鉄道所沢車両工場跡地を含む所沢駅西口地区については、本市の

表玄関にふさわしい魅力と活力ある街を創出するため、都市基盤の整備

並びに計画的な土地利用の誘導による街づくりを目指しています。 

そこで、平成２６年７月１０日に当地区の事業の基礎となる土地区画

整理事業の都市計画決定をおこなったところですが、このたび、地区全

体の事業の概要が固まり、土地区画整理事業区域の一部において第一種

市街地再開発事業を進めていくこととなりました。 

このことから、第一種市街地再開発事業等の都市計画決定の手続きを

下記のとおり実施します。また、土地区画整理事業については、今年の

秋ごろの事業計画決定に向け、今後、手続きを進めていきます。 

 なお、広く市民等へ周知するため、「広報ところざわ６月号」及び市ホ

ームページに情報を掲載します。 

 

≪所沢駅西口地区における街づくり事業≫ 

■所沢駅西口土地区画整理事業（所沢市施行） 

■所沢駅西口北街区第一種市街地再開発事業（組合施行） 

 

記 
 

≪原案の説明会≫（市街地再開発事業等に係る都市計画決定手続き） 

 ・開催日時 平成２７年６月７日（日） 午後２時～午後３時３０分 

 ・開催場所 市役所高層棟８階 大会議室 

 

≪原案の縦覧≫（市街地再開発事業等に係る都市計画決定手続き） 

 ・縦覧期間 平成２７年６月８日（月）～６月２２日（月） 

       （土・日を除く） 

       午前８時３０分～午後５時１５分 

 ・閲覧場所 市役所高層棟２階 中心市街地整備課 

所管名 街づくり計画部 中心市街地整備課 電話番号 04-2998-9366 

※ 会議の７日前までに関係資料を添え、３１部提出してください。 

※ 報告書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。 

 


